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田無庁舎駐車場がたいへん混雑しています。車での来庁はなるべく避けていただくようお願いします。◆管財課（�田 �内線１２１１）

◎
源
泉
徴
収
票
、
筆
記
具
、
計
算
機
等

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◎
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

▽
問
合
せ　

東
村
山
税
務
署

�
◎
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
書
の
記
載

方
法
等
、
書
き
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

手
引
き
に
従
っ
て
必
要
事
項
を
記
入

す
れ
ば
、
出
来
上
が
る
の
で
、
ご
自
身

の
手
で
、
作
成
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◎
車
で
の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

�　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
所
得
税
の

確
定
申
告
書
の
作
成
（
検
算
）
が
で
き

ま
す
。

▽
国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.nta.go.jp

▽
国
税
電
子
申
告
・
納
税
は
「
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
」
の
利
用
が
便
利
で
す
。

▽
「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア

ド
レ
ス

http://w
w
w
.e

‐tax.nta.

go.jp

▽
問
合
せ　
「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」
ヘ
ル
プ
デ

ス
ク
（�
０
５
７
０
・
０
１
５
９
０
１
）

ま
た
は
東
村
山
税
務
署

�　

東
村
山
税
務
署
で
は
、
平
成　

年
分

１８

確
定
申
告
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
お
よ
び

申
告
書
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

▽
と
き
・
と
こ
ろ　

２
月　

日
・　

日

１８

２５

（
日
）　

午
前
９
時
〜
正
午
、午
後
１
時

〜
５
時
・
東
村
山
税
務
署
（
下
図
参
照
）

▽
内
容　

所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
消

費
税
の
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
お

よ
び
申
告
書
の
受
け
付
け
。

◎
当
日
は
電
話
で
の
相
談
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。
電
話
で
の
質
問
は
平
日
に
お

願
い
し
ま
す
。

◎
右
記
以
外
の
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、

執
務
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

◎
車
で
の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

◎
市
役
所
・
法
務
局
は
開
庁
し
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
申
告
に
必
要
な
書
類
は
事

前
に
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

★
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内
★

日
曜
窓
口
開
設

日
曜
窓
口
開
設

座
番
号

�
◎
所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
、
２
月　
１６

日
（
金
）
〜
３
月　

日
（
木
）
で
す
。

１５

◎
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
は
、
２
月
１

日
（
木
）
〜
３
月　

日
（
木
）
で
す
。

１５

◎
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
の
申
告
と
納
税
は
、
４
月
２
日

（
月
）
ま
で
で
す
。

　

所
得
税
と
消
費
税
等
の
納
税
に
は
安

心
で
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、
平
成　
１８

年
分
申
告
所
得
税
の
引
き
落
と
し
日
は

４
月　

日
（
金
）、
個
人
事
業
所
得
者
の

２０

消
費
税
等
の
引
き
落
と
し
日
は
４
月　
２６

日
（
木
）
で
す
。

�　

東
京
税
理
士
会
東
村
山
支
部
で
は
、

小
規
模
納
税
者
の
た
め
の
無
料
申
告
相

談
や
、
申
告
書
の
作
成
指
導
、
年
金
受

給
者
、
給
与
所
得
者
の
方
の
所
得
税
の

申
告
を
対
象
（
譲
渡
所
得
・
相
続
税
・

贈
与
税
を
除
く
）
と
し
た
相
談
を
行
い

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
金
額
が
高
額
な
方
や
相
談
内
容

が
複
雑
な
方
は
、
税
務
署
ま
た
は
有
料

で
税
理
士
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
受
付
時
間
は
、混
雑
の
状
況
に
よ
り
、

早
く
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

税
理
士
会
の
無
料
相
談

税
理
士
会
の
無
料
相
談

　

市
で
ご
相
談
お
よ
び
お
預
か
り
で
き

る
所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
次
の
と
お

り
と
な
り
ま
す

◎
提
出
の
み
の
方
…
内
容
が
す
べ
て
記

入
済
み
の
申
告
書   

◎
簡
易
な
申
告
の
方
…
給
与
所
得
者
の

還
付
申
告
や
公
的
年
金
等
の
申
告
（
そ

れ
以
外
の
複
雑
・
特
殊
な
申
告
に
つ
い

て
は
、
東
村
山
税
務
署
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
）。

�
①
申
告
書
、印
鑑
、筆
記
具
、計
算
機　

②
源
泉
徴
収
票
等
、
平
成　

年
中
の
収

１８

入
金
額
の
わ
か
る
書
類　

③
国
民
健
康

保
険
・
国
民
年
金
・
介
護
保
険
料
・
生

命
保
険
料
・
損
害
保
険
料
・
医
療
費
控

除
等
の
各
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
平

成　

年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
等
金
額

１８
が
わ
か
る
も
の（
生
命
保
険
料
、損
害
保

険
料
は
控
除
証
明
書
、国
民
年
金
保
険

料
等
は
支
払
証
明
書
の
添
付
が
必
要
で

す
。医
療
費
は
領
収
書
の
添
付
と
合
計

額
を
計
算
）　

④
障
害
者
の
方
は
、障
害

者
手
帳
ま
た
は
認
定
書　

⑤
還
付
申
告

の
方
は
、
申
告
者
名
義
の
銀
行
等
の
口

申
告
の
際
、必
要
と
な
る
も
の

申
告
の
際
、必
要
と
な
る
も
の

料
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
用
紙
裏
面

の
「
所
得（
収
入
）の
な
か
っ
た
方
の
記

載
欄
」の
当
て
は
ま
る
箇
所
に
記
入
し
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
■
申
告
が
必
要
な
方 �
�
�
�
�
�
�
 

◎
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
西
東
京

１９

市
に
住
所
が
あ
り
、
平
成　

年
中
に
所

１８

得
の
あ
っ
た
方

◎
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
西
東
京

１９

市
外
に
住
所
が
あ
り
、
西
東
京
市
内
に

事
務
所
・
事
業
所
・
家
屋
敷
な
ど
を
所

有
し
て
い
る
方

◎
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

◎
所
得
税
の
確
定
申
告
を
税
務
署
に
提

出
さ
れ
る
方
は
、
市
民
税
・
都
民
税
の

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
書
は
、１

月
末
に
次
の
方
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

�
昨
年
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
書

を
提
出
し
た
方

�
昨
年
、
西
東
京
市
に
転
入
し
、
か
つ

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
方

※
確
定
申
告
用
紙
は
、
２
月
１
日
（
木
）

〜　

日（
木
）は
市
民
税
課
（
田
無
庁
舎

１５
４
階
、
保
谷
庁
舎
１
階
）
で
、
申
告
期

間
中
は
各
申
告
会
場
で
配
布
し
ま
す
。

ま
た
、
各
出
張
所
で
も
配
布
し
ま
す
。

�　

平
成　

年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た
方

１８

も
、
非
課
税
証
明
書
の
発
行
（
都
営
住

宅
の
収
入
報
告
・
シ
ル
バ
ー
パ
ス
申
請

な
ど
に
必
要
）、
国
民
健
康
保
険
・
介
護

保
険
の
算
定
、
老
齢
福
祉
年
金
等
の
支

給
、
老
人
医
療
証
の
発
行
等
の
基
礎
資

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

所
得
の
な
か
っ
た
方
も
申
告
を

所
得
の
な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

今
年
も
市
民
税
・
都
民
税
（
住
民
税
）、
所
得
税
の
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
平
成　

年
度
の
住

１９

民
税
の
申
告
は
市
で
、
平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
は
東
村
山
税
務
署
で
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
付
け
を
行

１８

い
ま
す
。

　

受
け
付
け
初
日
と
締
切
日
間
際
に
は
、
窓
口
が
た
い
へ
ん
込
み
合
い
ま
す
の
で
、
混
雑
す
る
時
期
を
避
け
て

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。       

                            
◆
市
民
税
課
（
田
無
庁
舎�
内
線　

〜　

）

１３２１

1328

                             
◆
東
村
山
税
務
署
（
東
村
山
市
本
町
１
〜　

〜　
�
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
）

２０

２２

日　　程ところ
２月２日�ひばりヶ丘公民館

２月５日�下保谷福祉会館

２月６日�保谷公民館

２月７日�新町福祉会館

２月８日�住吉公民館

２月９日�芝久保公民館
受付時間　
　午前９時30分～１１時30分
　午後１時～３時30分

日　　程と　こ　ろ
土
・
日
曜
日
を
除
く

２月１６日�
  ～３月１５日�

田無庁舎
（２階展示コーナー）

３月１日�
 �� ～１５日�

保谷庁舎
（防災センター６階）

受付時間　午前８時30分～１１時30分
　　　　　  午後１時～４時30分

と　　きところ

２
月
２
日
（
金
）・　

日
（
月
）

１９

・　

日
（
水
）
〜　

日
（
金
）

２１

２３

午
前
９
時　

分
〜　

時　

分

３０

１１

３０

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

保
谷
こ
も
れ
び
ホ
ー
ル

（
小
ホ
ー
ル
）

の
申
告
は
お
早
め
に

の
申
告
は
お
早
め
に

田
無
庁
舎
（
2
階
展
示
コ
ー
ナ
ー
） �
 
２
月　

日
（
金
）
〜
３
月　

日
（
木
）

16

15

保
谷
庁
舎
（
防
災
セ
ン
タ
ー
６
階
） �
 
３
月
１
日
（
木
）
〜　

日
（
木
）　
　

15

（
２
面
下
の
続
き
）

５　

子
育
て
情
報
の
推
進
・
充
実

６　

食
育
に
関
す
る
取
り
組
み
の
推
進

７　
「（
仮
称
）
こ
ど
も
の
総
合
支
援
セ

ン
タ
ー
」
の
整
備

８　

行
政
内
部
（
福
祉
・
保
健
・
教
育
）

連
携
の
強
化
、
地
域
の
資
源
の
活
用

９　

発
達
障
害
児
に
対
す
る
乳
幼
児
期

か
ら
学
齢
期
ま
で
の
成
長
過
程
に
応
じ

た
切
れ
目
の
な
い
ト
ー
タ
ル
支
援
体
制

の
構
築

　
　

母
子
保
健
と
保
育
、
子
育
て
支
援

１０の
連
携
強
化

　
　

子
ど
も
の
防
犯
・
安
全
の
確
保

１１◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１５２８

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

　

病
院
に
併
設
し
た
病
後
児
保
育
室
で

は
、
病
気
回
復
時
で
、
熱
や
か
ぜ
で
保

育
園
や
幼
稚
園
・
学
校
へ
通
え
な
い
お

子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
ま
す
。
ま
た
、

保
育
園
等
に
通
っ
て
い
な
い
場
合
も
、

保
護
者
の
都
合
に
よ
り
育
児
・
看
護
で

き
な
い
病
後
児
も
お
預
か
り
し
ま
す
。

　

利
用
に
は
、事
前
登
録
が
必
要
で
す
。

登
録
料
は
無
料
で
す
。
詳
細
は
、
病
後

児
保
育
室
「
え
く
ぼ
」・「
ぱ
ん
だ
」
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
対
象　

市
内
に
居
住
ま
た
は
保
護
者

が
市
内
に
在
勤
し
て
い
る
生
後
６
か
月

〜
小
学
校
４
年
生
ま
で
の
児
童

▽
定
員　

４
人

▽
利
用
時
間　

月
〜
金
曜
日
…
午
前
８

時　

分
〜
午
後
６
時
、
土
曜
日
…
午
前

３０
８
時　

分
〜
午
後
０
時　

分

３０

３０

▽
利
用
料
金　
（
１
日
）
３
千
円
、（
半

日
）
千　

円
５００

▽
登
録
受
付
・
問
合
せ　

①　

病
後
児
保
育
室
「
え
く
ぼ
」（
下
保

谷
４
〜
２
〜　
�
４
３
８
・
７
０
０
１
）

２１

②　

病
後
児
保
育
室
「
ぱ
ん
だ
」（
田
無

町
４
〜　

〜
３
〜
２
F�
４
６
５
・
０

２７

９
８
８
）

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１５２８

■
市
民
税
、
都
民
税
の
み
の
相
談
・
申

告
の
出
張
受
付
窓
口

■
市
民
税
・
都
民
税
と
簡
易
な
所
得
税

の
確
定
申
告
の
相
談
・
申
告
の
受
付
窓
口

税税税
申
告
会
場

申
告
会
場

※各窓口の受付時間は、混雑の状
況により早く締め切る場合があり
ますので、ご注意ください。

至所沢 電
気
屋

東村山税務署
〒１８９－８５５５
東村山市本町
１～２０～２２

�０４２－３９４－６８１１

東
村
山

郵
便
局

東
村
山

市
役
所

西
武
新
宿
線 至田無

府
中
街
道

東
村
山
駅

��　

還
付
の
申
告
は
、
税
理
士
会
・
東
京

都
と
の
共
催
に
よ
る
「
広
域
還
付
申
告

セ
ン
タ
ー
」（
左
表
参
照
）が
便
利
で
す
。

◎
還
付
の
申
告
書
の
受
け
付
け
（
預
か

り
）

◎
所
得
税
の
申
告
書
用
紙
の
配
付

◎
還
付
申
告
書
の
書
き
方
の
ア
ド
バ
イ

ス
（
株
式
や
土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
所

得
を
除
く
）

国
税
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
税
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

★
還
付
の
申
告
を
す
る
方
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と　　　きところ

午前１０時
～午後６時

２月５日（月）  
 �� ～１６日（金）

ＪＲ東京駅動輪の広
場

２月２０日（火）
 �� ～２３日（金）

ＪＲ新宿駅西口広場
イベントコーナー

土・日・祝日を除く


